
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平素は「ほのぼの」シリーズをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 

本書では、地域包括支援センター事業所様向けに、地域包括支援センターシス

テム2025年3月改正対応版バージョンアップに伴う「システムでの運用手順」を

ご説明いたします。 

2025年4月以降の請求業務を円滑に行っていただくため、ご使用前に必ず本書

をお読みくださいますようお願いいたします。 

本書が皆様の法改正に伴うシステム操作の一助になれば幸いです。 

 

2025年3月 

ＮＤソフトウェア株式会社 

 

■本書の内容 

2025年度法改正（3月版） 

設定ポイント集 

地域包括支援センターシステム 
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2025年3月改正対応版バージョンアップ後に、設定や確認が必要な作業の流れをフローで説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■3月改正対応版バージョンアップ後の作業の流れ 

【StepⅠ】2025年4月改正での変更点を確認します。 

1．設定ポイント集について ···························································· P.6 

2．2025年4月改正での変更内容一覧 ··············································· P.10 

【StepⅡ】マスタの変更点を確認します。 

3．サービスコードの確認 ······························································ P.14 

4．サービスコードの取り込み ························································ P.15 

5．総合事業のサービスコード変更 ··················································· P.16 

6．事業所の加算や体制等の設定 ····················································· P.18 

【StepⅢ】利用票、週間計画等の登録・確認をします。 

7．利用票の作成（予定の登録・確認） ············································· P.20 

8．利用票・利用票別表の様式変更 ··················································· P.25  

9．福祉用具貸与サービスの登録方法 ················································ P.27 

10．2025年4月以降の週間計画の作成 ·············································· P.31 

11．2025年4月以降の要援護者台帳での介護サービスの登録 ················· P.33 

 

 

 

【StepⅣ】請求に関連する設定を確認します。 

12．委託費の再設定 ····································································· P.36 

13．ケアマネジメント費選択の再設定 ·············································· P.37 

【StepⅤ】対応項目一覧を確認します。 

14．対応項目一覧の見方 ······························································· P.42 

15．2025年3月 対応項目一覧 ························································ P.43 

【StepⅥ】注意制限事項を確認します。 

16．2025年3月改正対応版での注意・制限事項（再掲） ······················· P.48 

利用票・ 
週間計画 

請求関連他 

対応項目 

マスタ確認 

はじめに 

補足事項 

地域 委託 

 

請求 

地域 委託 

 

請求 

システム操作の詳細は、地域包括支援センタ

ーシステムサポートページをご確認ください。 

地域包括支援センターシステムサポートペー

ジには、お問い合わせの多いご質問を文章や

画像で確認するQ＆Aがあります。 

弊社ホームページ

（https://www.ndsoft.jp/support-info/）から 

表示することができます。 

Q&Aについて 参考 

地域 委託 

 

請求 

地域 委託 

請求 地域 

※システムによって対象となる機能等が異なり 

ます。以下マークをご確認ください。 

 

：地域包括支援センターシステムが対象 

 

：委託先業務システムが対象 

 

：請求業務システムが対象 

地域 

委託 

請求 

地域 委託 

 

請求 

https://www.ndsoft.jp/support-info/


 
 

 
 Ver.1.02.0043、Ver.3.00.0043 地域包括支援センターシステム3月版 設定ポイント集 初版  3 

 

3月改正対応版のインストールは、2024年10月版（Ver.1.02.0041、Ver.3.00.0041）以降のバージョンをインストールされていることが前提条件となります。 

3月改正対応版インストール前までにバージョンアップを行っていただくようお願いいたします。 

1-1 地域包括支援センターシステム Ver.1.02で対象となるバージョン  

本バージョンアップは、「ほのぼの」シリーズの次のシステムに対して行います。バージョンアップ後、ログイン画面右上のバージョンが「Ver 1.02.0043」になります。 

項番 型番：システム名 対象となるアップデート前の旧バージョン アップデート後の新バージョン 

1 基本システム（対象者台帳） Ver.1.02.0035～Ver.1.02.0036 Ver.1.02.0037 

2 基本システム（要援護者台帳） Ver.1.02.0025～Ver.1.02.0026 Ver.1.02.0027 

3 新予防給付システム（予防給付ケアマネジメント） Ver.1.02.0041～Ver.1.02.0042 Ver.1.02.0043 

4 地域支援事業システム（地域支援ケアプラン作成） Ver.1.02.0041～Ver.1.02.0042 Ver.1.02.0043 

5 ユーティリティ（お知らせ） Ver.1.02.0041～Ver.1.02.0042 Ver.1.02.0043 

※対象バージョンであることをご確認の上、バージョンアップを行っていただきますようお願いいたします。 

1-2 地域包括支援センターシステム Ver.3.00で対象となるバージョン 

本バージョンアップは、「ほのぼの」シリーズの次のシステムに対して行います。バージョンアップ後、ログイン画面右上のバージョンが「Ver 3.00.0043」になります。 

項番 型番：システム名 対象となるアップデート前の旧バージョン バージョンアップ後のバージョン 

1 基本システム（対象者台帳） Ver.3.00.0035～Ver.3.00.0036 Ver.3.00.0037 

2 基本システム（要援護者台帳） Ver.3.00.0025～Ver.3.00.0026 Ver.3.00.0027 

3 新予防給付システム（予防給付ケアマネジメント） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

4 地域支援事業システム（地域支援ケアプラン作成） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

5 ユーティリティ（お知らせ） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

※対象バージョンであることをご確認の上、バージョンアップを行っていただきますようお願いいたします。 

  

■3月改正対応版バージョンアップ情報 



 
 

 
 Ver.1.02.0043、Ver.3.00.0043 地域包括支援センターシステム3月版 設定ポイント集 初版  4 

1-3 委託先業務システム Ver.3.00 で対象となるバージョン 

本バージョンアップは、「ほのぼの」シリーズの次のシステムに対して行います。バージョンアップ後、ログイン画面右上のバージョンが「Ver 3.00.0043」になります。 

項番 型番：システム名 対象となるアップデート前の旧バージョン バージョンアップ後のバージョン 

1 基本システム（対象者台帳） Ver.3.00.0035～Ver.3.00.0036 Ver.3.00.0037 

2 新予防給付システム（予防給付ケアマネジメント） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

3 ユーティリティ（お知らせ） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

※対象バージョンであることをご確認の上、バージョンアップを行っていただきますようお願いいたします。 

 

1-4 請求業務システム Ver.3.00 で対象となるバージョン 

本バージョンアップは、「ほのぼの」シリーズの次のシステムに対して行います。バージョンアップ後、ログイン画面右上のバージョンが「Ver 3.00.0043」になります。 

項番 型番：システム名 対象となるアップデート前の旧バージョン バージョンアップ後のバージョン 

1 基本システム（対象者台帳） Ver.3.00.0035～Ver.3.00.0036 Ver.3.00.0037 

2 新予防給付システム（予防給付ケアマネジメント） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

3 ユーティリティ（お知らせ） Ver.3.00.0041～Ver.3.00.0042 Ver.3.00.0043 

※対象バージョンであることをご確認の上、バージョンアップを行っていただきますようお願いいたします。 
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【StepⅠ】 

はじめに 
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1-1 設定ポイント集の見方 

■インデックス 

設定ポイント集の左側のインデックスで、現在どのStepを確認しているのかがわかります。インデックスをクリックすると該当ページにジャンプします。 

また、対象となる機能がわかるように、見出しにマークを配置いたしました。マークを確認し、対象となる機能をご確認ください。 

 

 

 

 

 設定ポイント集について 

現在のStepを確認できます。 

クリックすると該当ページにジャンプします。 

※システムによって対象となる機能等が異なります。

以下マークをご確認ください。 

 

：地域包括支援センターシステムが対象 
 

：委託先業務システムが対象 
 

：請求業務システムが対象 

地域 

委託 

請求 

マークを確認し、対象となる機能を確認します。 
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■Q&A検索キーワード 

「Q&A検索キーワード」には、関連するサポートQ&Aの検索キーワード（括弧内は管理番号）を掲載しています。 

設定ポイント集では、改正に関する設定のポイントを絞り込んで説明しているため、詳細な操作手順（通常の操作手順）を一部省略しています。 

詳細な操作手順については、「Q&A検索キーワード」に記載のキーワードでサポートQ&Aを検索してご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重要、参考 

「重要」には必ずご確認いただきたい情報や注意点を、「参考」には補足となる情報を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

  

○○○○○○加算を算定したい（CPS00000） 
 

□□□□□□を登録したい（CPS99999） 

Q&A検索ワード 

クリックすると弊社ホームページの「サポートページログイン」画面

（https://www.ndsoft.jp/support-info/）が表示されます。施設ID・パスワー

ドを入力して、「地域包括支援センターシステムサポートページ」にログイ

ンしてください。 

関連するQ&Aの検索キーワードです。 

「地域包括支援センターシステムサポートページ」の「Q&Aを検索」欄に入

力して、該当するQ&Aを検索してください。括弧内の管理番号でも検索が

可能です。 

本書では□□□□資料の情報を参考に作成して

います。詳しくは□□□□資料をご確認ください。 

□□資料について 参考 

3月版バージョンアップ後、必ず○○○○○を追

加してください。 

必ず○○してください！ 重要 

https://www.ndsoft.jp/support-info/
https://www.ndsoft.jp/support-info/
https://www.ndsoft.jp/support-info/
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１ 
1-2 最新資料のダウンロード方法（サポートページ） 

設定ポイント集や改正に関する資料などは、状況により改版される場合があります。インターネットに接続できるPCで、弊社HPにアクセスしてログインしてください。

サポートページの［ダウンロード］→［バージョンアップ］から最新の資料をダウンロードしてご利用ください。 

■地域包括支援センターシステムサポートページからのダウンロード（インターネット接続必要） 

URL： https://www.ndsoft.jp/support-info/ 

 

①ほのぼのユーザー様用ページ

で［ID］、［PASS］を入力し、［ロ

グイン］をクリック 

②「ダウンロード」または 

「バージョンアップ」をクリック 

③確認したい資料をクリック 

https://www.ndsoft.jp/support-info/
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１ 
■onlineプラットフォームポータルサイトからのダウンロード 

onlineプラットフォーム環境で地域包括支援センターシステムをご使用のお客様の場合は、onlineプラットフォームポータルサイトより地域包括支援センターシステ

ムサポートページにログインし、最新資料をダウンロードしてください。地域包括支援センターシステムサポートページでの資料の参照方法は、P.8 「■地域包括

支援センターシステムサポートページからのダウンロード（インターネット接続必要）」をご確認ください。 

 

画面を下にスクロールし、「サポートページログイン」

をクリックまたは、「地域包括支援センターシステム

サポートページログイン」で［ID］、［PASS］を入力し、

［ログイン］をクリック 
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2025年改正に伴う変更点をまとめます。 

改正の詳細については、厚生労働省が公開している資料等をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2025年4月改正での変更内容一覧 

4月版バージョンアップまで、2025年4月以降の集計処理を 

行わないでください。 

 

メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［請求管理］→

［計画費］画面、［ケアマネジメント費］画面 

 

2025年4月以降の集計処理について 重要 
本書では厚生労働省が公開している以下資料を参照して作成しています。

制度情報の詳細については以下をご確認ください。 

 

■令和６年度介護報酬改定の概要 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 
 

主に以下資料を参照しています。 

・令和６年度介護報酬改定における改定事項について 

 

■介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その２）（令和７年２月

３日事務連絡） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010 
 

主に以下資料を参照しています。 

・介護報酬の算定構造のイメージ（R7.4.1 ）（案）（新規資料） 

・介護報酬の算定構造のイメージ（R7.8.1 ）（案）（新規資料） 

・介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ（R7.4.1 ）

（案）（新規資料） 

■「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

の一部改正について 

・「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

の一部改正について  

厚生労働省の公開情報について 重要 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0130170644318/20250201_002.pdf
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0131201650938/20250201_003.pdf
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0131201957457/20250201_019.pdf
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0131201957457/20250201_019.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf
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2-1 介護予防支援の改正内容一覧 

2025年改正で、新設・変更・廃止された内容についての概要と、2025年3月改正対応版での請求に関わる設定箇所を説明しています。単位数や算定要件など、改

正内容の詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。 

※介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その２）（令和７年２月３日事務連絡）：

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010 

また、2025年改正で変更が生じない内容については記載していません。その他の加算等についてはサポートページのQ&Aを参照してください。 

 

区

分 
名称 概要 2025年3月改正対応版での設定箇所 

新

設 

業務継続計画未

策定減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続

計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

 

所定単位数の1％を減算 

※4月改正対応版で対応予定です。今後の情報をお待ちください。 

変

更 

利用票・利用票別

表様式の変更 

2025年4月以降の利用票・利用票別表に福祉用具貸与

の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加 

※ケアプランデータ連携標準様式（提供票連携様式H)

にて連携を行う場合は登録が必要です。 

【福祉用具貸与サービスを登録する場合】 

①メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］→［マスタ登録］→［サービス］

→［サービス費適用ケアマネ］画面で福祉用具貸与または予防福祉用具

貸与事業所を選択しサービスコードを確認、追加 

※「サービス名称（商品名）」、「単位数」、「TAIS/JAN コード」の登録が必要 

②メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面

→［介護サービス設定］画面で、［サービス費適用ケアマネ］画面で登録し

たTAISコード等とIDを確認して福祉用具貸与サービスを選択 

③利用票別表で「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」を確認 

※計画費の請求処理は4月改正対応版バージョンアップをお待ちください。 

 

  

地域 委託 請求 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010
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２ 
2-2 予防ケアマネジメントの改正内容一覧 

区

分 
名称 概要 2025年3月改正対応版での設定箇所 

新

設 

業務継続計画未

策定減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続

計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

 

所定単位数の1％を減算 

※4月改正対応版で対応予定です。今後の情報をお待ちください。 

変

更 

利用票・利用票別

表様式の変更 

2025年4月以降の利用票・利用票別表に福祉用具貸与

の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加 

※ケアプランデータ連携標準様式（提供票連携様式H)

にて連携を行う場合は登録が必要です。 

【福祉用具貸与サービスを登録する場合】 

①メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］→［マスタ登録］→［サービス］

→［サービス費適用ケアマネ］画面で福祉用具貸与または予防福祉用具

貸与事業所を選択しサービスコードを確認、追加 

※「サービス名称（商品名）」、「単位数」、「TAIS/JAN コード」の登録が必要 

②メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面

→［介護サービス設定］画面で、［サービス費適用ケアマネ］画面で登録し

たTAISコード等とIDを確認して福祉用具貸与サービスを選択 

③利用票別表で「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」を確認 

※計画費の請求処理は4月改正対応版バージョンアップをお待ちください。 

 

 

地域 委託 請求 
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【StepⅡ】 

マスタ確認 
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新しいサービスコードについては、2025年3月改正対応版バージョンアップにより2025年4月からのサービスコードに自動更新されます。 

［サービス費適用ケアマネ］画面で、処理年月日「R7/4/1」以降のサービスコードが更新されていることを確認してください。 

 

■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［マスタ登録］→分類［サービス］→［サービス費適用ケアマネ］画面 

 

 

 

 サービスコードの確認 

①処理年月日「R7/4/1」に設定 ②「対象施設」、 

「事業所」を選択 

③サービスコードを確認 

1）横だし、その他事業所のサービスで単位数の変更

がある場合は、［サービス費適用ケアマネ］画面

で、該当の横だし・その他事業所を選択して単位数

を修正してください。 

※変更前に利用票を作成していた場合は、［予防給

付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面

で、［計算］ボタンより計算し直してください。 

 

2）市町村独自加算について、保険者独自の単位数を

登録している場合は、［サービス費適用ケアマネ］

画面で該当の地域密着型事業所を選択し、保険者

を選択すると［地域密着型介護サービス有効期間

登録］画面が表示されます。［新規］ボタンをクリッ

クし、［有効開始月］に「R7/4」と入力し、［更新］ボタ

ンをクリックします。その後、［サービス費適用ケア

マネ］画面で、2025年4月からの保険者独自の単位

数を登録してください。 

独自サービス、横だしサービス、保険者
独自の単位数を使用している場合 

重要 

地域 委託 請求 
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福祉用具貸与（予防含む）の「業務継続計画未策定減算」を適用する場合は、3月改正対応版バージョンアップ後にサービスコードの取り込みが必要です。 

 

■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［マスタ登録］→分類［サービス］→［サービス費適用ケアマネマスタ］画面 

 

 サービスコードの取り込み 

①処理年月日を

「R7/4/1」に設定 

②「対象施設」、 

「事業所」を選択 ③［取込み］をクリック 

⑤［追加］をクリック 

④取り込むサービス

を選択 

地域 委託 請求 
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訪問型（A2～A4）、通所型（A6～A8）、その他の生活支援サービス（A9～AE）、ケアマネジメント

費（AF）に該当する事業所で、各保険者（市町村）から新しいサービスコードをシステムに取り込

むためのCSVファイル（単位数表マスタ）を入手し、サービスコードのCSV取り込みが必要です。 

保険者（市町村）が、単位数表マスタを用意していない等の理由で、単位数表マスタのCSVファ

イルが入手できない場合には、システムに組み込まれているサービスコードを取り込んで登録

することもできます。また、手動でサービスコードを登録することもできます。 
 

■メインメニューの［外部取り込み］→［マスタ］→［サービス費適用総合事業］画面 

 

 総合事業のサービスコード変更 

①［設定］をクリック 

②各保険者より入手したCSV

ファイルを選択 

③［更新］をクリック 

④［取込］をクリック 

地域 委託 請求 

・令和7年4月改正の総合事業のサービスコードや単位数を変

更したい。（保険者から単位数表マスタが入手できない場合）

（CPS00194） 

・総合事業のサービスコードを取り込みたい。（CPS00006） 

・総合事業の地域単価を登録したい（CPS00010） 

Q&A検索ワード 

バージョンアップ前に［予防給付ケアマネジメント］→［給付

管理］→［計画］画面で、2025年4月の総合事業の利用

票を作成していた場合、バージョンアップをすることで処

理年月日「R7/4/1」以降のサービスに自動で変換され

ます。バージョンアップ後、以下の点をご確認ください。 

1) 利用票で登録していたサービスに変更がある場合は、

必要に応じて修正してください。 

2) バージョンアップ後は利用票別表を計算し直す必要が

あります。 

バージョンアップ前に2025年4月の総合事業の
利用票を作成していた場合 

重要 

https://www.ndsoft.jp/support-info/
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■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［マスタ登録］→分類［サービス］→［サービス費適用総合事業マスタ］画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②単独の加算、減算となるサービスに

ついては加算欄のチェックを付ける 

③［更新］をクリック 

①取り込まれたサービスコードを確認 

県番号が1桁の都道府県の場合、ダウンロードしたCSVファイルの保

険者番号の先頭の「0」が、省略されるケースがあります（例．

「012345」が「12345」と表示）。そのまま取り込むと保険者番号が一致

しない状態になるため、「該当保険者が未登録」となり取り込みができ

ません。CSVファイルをメモ帳などで開き、保険者番号を「0」から始ま

る番号に修正後、再度取り込みを行ってください。 

※CSVファイルの内容については各自治体（市町村）にお問い合わせ

ください。 

「該当保険者が未登録」となり取り込み
できない場合 

重要 

［外部取り込み］にてCSVファイル取り込んだ後に、［サービス費適用

総合事業マスタ］画面の［取込み］ボタンから取り込むと、国が定める

単位数のサービスコードが上書きで取り込まれてしまいます。CSVフ

ァイルの取り込み後は、［サービス費適用総合事業マスタ］画面の、

［取込み］ボタンからの取り込みは行わないでください。 

CSVファイルが入手できない場合、［サービス費適用総合事業マスタ］

画面の［取込み］ボタンから、国が定める単位数のサービスコードを

取り込み、市町村独自の単位数などに変更することで、サービスコー

ドを登録することもできます。 

［サービス費適用総合事業マスタ］画面の
［取込み］ボタンから取り込みについて 

重要 
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3月改正対応版バージョンアップ前に、該当事業所のサービスが1つでも適用されていれば、3月改正対応版をバージョンアップすることで、2025年4月以降のサービ

スがすべて適用されます。バージョンアップ後は、［サービス事業者マスタ］画面で加算や体制等の設定を必ずご確認ください。変更が必要な加算、体制等がある

場合には、設定を変更してください。 

 

■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［サービス事業者マスタ］→［サービス事業者マスタ］画面 

 

 事業所の加算や体制等の設定 

①施設を選択 

②事業所を選択 

③体制等を確認 

地域 委託 請求 

2025年4月以降、各提供事業所の介護職

員等処遇改善加算V（１）～V(１４）が廃止

されます。 

［処遇改善加算（R6/6以降）］で体制が正

しく選択されていることをご確認ください。 

「処遇改善加算（R6/6以降）」
の設定をご確認ください 

参考 
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【StepⅢ】 

利用票・週間計画等の登録・確認 
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2025年4月介護報酬改正に伴い、サービスコードの単位数変更や加算の追加が行われます。 

3月改正対応版のバージョンアップ後、［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面で、2025年4月以降のサービスでの利用票（提供票）作成が可能と

なります。操作手順は従来と同様です。 

7-1 3月改正対応版バージョンアップ前に2025年4月以降の利用票を作成していた場合 

3月改正対応版バージョンアップ前に作成していた2025年4月以降の利用票は、 

3月改正対応版バージョンアップにより、2025年4月以降のサービスに自動で変換されます。 

利用票を確認し、4月以降に必要な加算を追加後、必ず計算し直してください。 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面 

 

 利用票の作成（予定の登録・確認） 

①2025年4月以降のサービスに

変換されていることを確認 

②［新規］をクリック 

③どちらかをクリック 

④2025年4月以降に必要な

加算等を選択 

⑤［確定］をクリック 

地域 委託 

3月改正対応版バージョンアップ前に作成した2025年4月の利

用票に、2025年4月以降に廃止される介護保険サービスや加

算が登録されていた場合、3月改正対応版バージョンアップを

すると、サービス名称が空白の状態で表示されます（日付や

回数、時間は表示されます）。空白部分については、サービス

を選択し直す、もしくは行削除する必要があります。選択後

は、［計算］ボタンから計算し直してください。 

廃止される介護保険サービス
や加算登録について 

重要 
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⑥追加した加算に予定を入力 

⑦［計算］をクリック 

⑧［予定から計算］を選択 

⑨［計算］をクリック 

⑩［利用票別表］画面で

計算結果を確認 

⑪［更新］をクリック 

一度に複数の利用票別表を計算したい場合は、［予防給付ケアマ

ネジメント］→［給付管理］→［一覧］画面で［計算］ボタンをクリック

し、［一括計算］画面で計算する利用者を選択して［計算］ボタンか

ら一括計算を行います。 

一度に複数の利用票別表を計算する方法 参考 

③計算する利用者を選択 

①［計算］をクリック 

④［計算］をクリック 

②［予定で計算］を選択 
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［区分支給限度基準超］欄の割り振りを手修正している場合 

利用票別表で、［区分支給限度基準超］欄の割り振りを手修正している場合、計算をやり直すと、利用票別表で割り振り前の単位数に戻ってしまいます。計算

をやり直した後に、再度、利用票別表で［区分支給限度基準超］欄を変更する必要があります。 

一括で計算をやり直した場合は、計算後に割り振り単位数の確認が必要です。 
 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［一覧］画面 

 

③計算する利用者を選択 

①［計算］をクリック 

④［計算］をクリック ②［予定で計算］を選択 

⑤［OK］をクリック 

⑥［印刷］または［プレビュー］を

クリック 

⑦対象利用者と

内容を確認 
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■［給付管理］→［計画］→［別表］画面 

  

①［区分支給限度

基準超］を確認 

②［他処理］をクリック 

③［割振］をクリック 

⑤［確定］をクリック 

④［基準超］を変更 

⑥［別表］画面で［区分支給

限度基準超］を確認 

⑦［更新］をクリック 
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7-2 2025年3月以前から2025年4月以降への複写と取り込み 

2025年3月までの利用票からの複写や、2025年3月までの週間計画からの取り込みで、2025年4月以降の利用票を作成することができます。 

複写元や取り込み元の計画が、2025年4月以降に廃止される介護保険サービスや加算が登録されていた場合、サービス名称が空白の状態で2025年4月の利用票

に取り込まれます（日付や回数、時間は表示されます）。空白部分についてはサービスを選択し直す、もしくは行削除する必要があります。 

選択後は、計算し直してください。 

 

1. 利用票の複写 

2025年3月以前の利用票を、2025年4月以降の利用票に複写することができます。 

［予防給付ケアマネジメント］→［個人履歴］→［給付管理］画面の［計画複写］ボタン→［介護計画複写］画面で利用者を選択し、［複写元年月］を「R7/3」以前に

設定、［複写先年月］を「R7/4」以降に設定します。［複写］ボタンをクリックすると、2025年4月からの介護保険サービスに変換され複写されます。 

2. 週間計画からの取り込み 

2025年3月以前の週間計画を、2025年4月以降の利用票に取り込むことができます。 

［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面→［他処理］ボタン→［週間取込］ボタン→［週間取り込み］画面で、2025年3月までの週間計画を選択

し［取込み］ボタンをクリックします。2025年3月までのサービスが2025年4月からの介護保険サービスに変換され取り込まれます。 

 

※利用票に2025年4月以降に追加された加算等を追加したい場合は、手動で追加してください。変更内容によっては既存の加算サービス等の追加が必要に

なる場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 Ver.1.02.0043、Ver.3.00.0043 地域包括支援センターシステム3月版 設定ポイント集 初版  25 

8 

請
求
関
連
他 

対
応
項
目 

利
用
・週
間 

マ
ス
タ
確
認 

は
じ
め
に 

補
足
事
項 

 

令和6年7月4日に厚生労働省老健局老人保健課から発出された介護保険最新情報Vol．1286「介

護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」に対応し、利用票、利用票別表

に用具名称・TAISコード等の欄を追加いたしました。福祉用具貸与（予防含む）の場合、［利用票別

表］画面と、印刷帳票「サービス利用票」、「サービス利用票別表」に「用具名称（機種名）」、「TAIS・

届出コード」が表示されます。［利用票］画面は変更ありません。 

※福祉用具のサービス登録について詳しくは、P.27「9 福祉用具貸与サービスの登録方法」を参照

してください。 

＜参考資料＞介護保険最新情報Vol.1286：https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］→［利用票別表］画面 

 

 利用票・利用票別表の様式変更 

「用具名称」、「TAISコード」

項目追加 

「サービス」は福祉用具貸与

種目情報が表示 「単位数」「回数」が非表示 

地域 委託 

・利用票に福祉用具貸与のTAISコードを反映させたい

（CPS00271） 

・利用票に福祉用具貸与サービスを商品ごと反映させたい

（CPS00272） 

Q&A検索ワード 

3月改正対応版バージョンアップ前ではサービスID単

位で集約して表示しておりましたが、バージョンアップ

後ではTAISコード単位で集約して表示されます。 

［利用票別表］画面の表示 参考 

令和7年3月6日に厚生労働省から発出された介護

保険最新情報 Vol.1362にて、利用票、利用票別表

への用具名称・TAISコード等の記載に関して、以下

内容が示されました。 
 

・ケアプランデータ連携標準様式（提供票連携様式

H)にて連携を行う場合は記載が必要 

・データ連携を行わない場合は、当面の間、空白で

も差し支えない 

＜参考資料＞介護保険最新情報 Vol.1362：

https://www.mhlw.go.jp/content/001434375.pdf 
 

データ連携を行わない場合は記載不要となります

が、将来的に必須になる可能性もあることから、

P.27「9 福祉用具貸与サービスの登録方法」に記載

のとおり、福祉用具貸与のサービスマスタを整備い

ただくことを推奨いたします。 

利用票、利用票別表への用具名称・
TAISコード等の記載について 

重要 

https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf
https://www.ndsoft.jp/support-info/
https://www.mhlw.go.jp/content/001434375.pdf
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印刷レイアウト（利用票） 

印刷レイアウト（利用票別表） 

「用具名称（機種名）」、 

「TAIS・届出コード」項目追加 

  

「用具名称（機種名）」、 

「TAISコード・届出コード」項目追加 

  

「サービス内容」は福祉用具

貸与種目情報が表示 

「サービス内容」は福祉用具

貸与種目情報が表示 
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ケアプランデータ連携標準様式（提供票連携様式H）にて連携を行う場合、2025年4月より利用票、利

用票別表に用具名称（機種名）、TAIS・届出コードの登録が必要になります。利用票作成時、TAISコー

ドが設定されている商品を選択してください。 

 

9-1 福祉用具貸与のサービスマスタの登録 

［介護サービス設定］画面に利用者が使用する商品が存在しない場合、［サービス費適用ケアマネ］画面で登録します。すでに[サービス費適用ケアマネ]画面で商

品名称、TAISコード等を登録している場合は登録不要です。必要に応じて登録してください。 

 

■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］→［マスタ登録］→［サービス］→［サービス費適用ケアマネ］画面 

 
 

 福祉用具貸与サービスの登録方法 

②［事業所］を選択 

③［取込み］をクリック 

①処理年月日

「R7/4/1」に設定 

地域 委託 

・福祉用具貸与のTAISコードを登録したい（CPS00270） 

Q&A検索ワード 

サービスコードは商品単位（TAISコード等単位）

で登録してください。（同一商品で計算の「区分」

（通常・半額・日割り・日割30日・日割31日）の違

いにより単位数が異なる場合は、サービスコード

を分けて登録する必要はありません。利用票作

成時に［介護サービス設定］画面で計算の「区

分」を設定することができます。ただし、同一商

品で通常単位数（計算の「区分」で通常を選択し

ている際の単位数）が異なる場合は、サービス

コードを分けて登録してください。 

サービスコードの登録単位 重要 

https://www.ndsoft.jp/support-info/


 
 

 
 Ver.1.02.0043、Ver.3.00.0043 地域包括支援センターシステム3月版 設定ポイント集 初版  28 

9 

請
求
関
連
他 

対
応
項
目 

利
用
・週
間 

マ
ス
タ
確
認 

は
じ
め
に 

補
足
事
項 

  

⑥「福祉用具サービス計画書」を確認しながら以下情報を入力してください。 

・サービス名称（2025年4月以降はサービス名称に商品名を入力） 

・単位数 

・TAIS/JANコード（TAISコードはすべて半角で「5桁 + ハイフン + 6桁」

（XXXXX-XXXXXX）を入力） 

⑦［更新］をクリック 

④サービスコードを選択 

⑤［追加］をクリック後、

[閉じる]をクリック 
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3月改正対応版をバージョンアップすると、バージョンアップする前に登録したサービスコードが2025年4月からのサービスコードに自動更新されます。 

2025年3月版バージョンアップ後、2025年4月以降使用しない福祉用具貸与（予防含む）のサービスコードは、必要に応じて行削除してください。削除

は必須ではありません。 

メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］→［マスタ登録］→［サービス］→［サービス費適用ケアマネ］画面で、削除するサービスを選択し、［行削除］

ボタンから削除します。誤って［全削除］ボタンを押さないよう注意してください。 

【使用している福祉用具貸与（予防含む）のサービスコードを確認する方法】 

使用している福祉用具、予防用具のサービスを一覧で出力することができます。使用している福祉用具、予防用具のサービスを確認し、不要な福祉

用具、予防用具のサービスコードを削除してください。 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［ツール］メニュー→［福祉用具サービス検索］→［福祉用具サービス検索］画面 

 

 

2025年4月以降不要なサービスコードは手動で削除してください 参考 

①［ツール］メニューをクリック 

②［福祉用具サービス検索］をクリック 

⑥［出力］をクリック 

④［検索］をクリック後、

[CSV]をクリック 

⑤［出力先］を設定 

③［対象期間］を入力 
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9-2 福祉用具貸与サービスの登録 

2025年4月より利用票、利用票別表に用具名称（機種名）、TAIS・届出コードの登録が必要になります。利用票作成時、TAISコードが設定されている商品を選択して

ください。利用票の登録方法は従来通りです。 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［計画］画面 

 

③［TAISコード］等が登録

されている商品を選択 

①どちらかをクリック 

④［確定］をクリック 

②事業所を選択 

サービスマスタの［サービス費適用ケ

アマネ］画面で登録した「TAISコード」と

サービス項目の「ID」が表示されます。 
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3月改正対応版のバージョンアップ後、新しい介護保険サービスのサービスコードに

て2025年4月以降の週間計画表を登録することができます。作成方法は従来と同じ

です。2025年3月以前の週間計画表からの複写や、処理年月の変更で作成する場

合、2025年3月以前のサービスコードが2025年4月以降のサービスコードに自動で置

き換わります。 
 

10-1 2025年3月以前の週間計画を2025年4月以降に変換する 

処理年月を「R7/3」以前から、「R7/4」に変更し保存することで、2025年4月以降の介護保険サービスに変換することができます。 
 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］または、［地域支援ケアプラン作成］→［週間計画］画面（処理年月が「R7/3」以前の履歴を表示） 

 

 2025年4月以降の週間計画の作成 

①「R7/3」以前の処理年月を

「R7/4」以降に変更 

②［更新］をクリック 

③［はい］をクリック 

地域 委託 

新規作成時に、［週間計画］画面の処理年月が空欄、または［R7/4］以降

の場合、2025年4月以降の介護保険サービスで登録できます。 

処理年月が「R7/3」以前の場合は、2025年3月以前の介護保険サービス

で登録されます。 

処理年月の設定について 参考 

週間計画の旧サービス期間からの変換は、直前の履歴からの変

換にのみ対応しています。 

例えば、「2024/4～2024/5」の履歴から「2025/4～」へ直接変換

することはできません。一度「2024/6～2025/3」に変換し保存して

から、再度「2025/4～」に変換してください。また、新しい期間から

古い期間への変換もできません。 

過去の履歴からの変換について 参考 

2024/6～2025/3 

○ 

2024/4～2024/5 2025/4～ 

○ 

× 

2025年3月以前の履歴を4月以降に変換した場合、追加され

た加算については加算画面に表示されませんので、該当の

サービスを作成し直す必要があります。 

2025年4月以降に追加された
加算について 重要 
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10-2 2025年3月以前から2025年4月以降への複写と取り込み 

2025年3月までの週間計画の複写や、利用票からの取り込みで、2025年4月以降の週

間計画を作成することができます。 

※3月改正対応版バージョンアップ後に新規作成した週間計画は、［処理月］が空欄でも

履歴の有効期間が「R7/4～」に設定されるため、複写や取り込みを行うと2025年4月

からの介護保険サービスに変換されます。 

 

1. 週間計画の複写 

［週間計画］画面→［複写］ボタン→［週間計画表の複写］画面で、2025年3月までの週間計画を選択し、［確定］ボタンをクリックします。2025年3月までの週間

計画が、2025年4月からの介護保険サービスに変換され複写されます。 

2. 利用票からの取り込み 

［週間計画］画面→［月間取込］ボタン→［月間取込］画面で、2025年3月までの利用票で登録されているサービスを選択し、［上書］または［追加］ボタンをクリッ

クします。選択した2025年3月までのサービスが、2025年4月からの介護保険サービスに変換され取り込まれます。 

 

 

 

 

・［週間計画］画面で以下のメッセージが表示されて前回の計画書が

複写できない。「サービスの有効期間が異なる計画を複写すること

はできません。」とメッセージが表示される。（CPS00117） 

Q&A検索ワード 

https://www.ndsoft.jp/support-info/
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2025年4月単価改正後の単価での介護保険サービスが登録可能になりました。サービス有効期間を設定することで、2025年4月からの介護保険サービスを登録す

ることが可能になります。 

11-1 2025年4月以降の介護保険サービスを登録する 

3月改正対応版バージョンアップ後に新規登録した場合は、2025年4月以降の介護保険サービスで登録されます。サービス有効期間が、「R7/4～」になっていること

を確認します。 
 

■メインメニューの［要援護者台帳］→［要援護者］→［検索］→［要援護者一覧］画面の［詳細］黄色ボタン→［要援護者情報登録］画面→［介護サービス］画面 

  

 2025年4月以降の要援護者台帳での介護サービスの登録 

②サービス有効期間が「R7/4～」で作成されます。 

従来どおり利用するサービスを入力してください。 

①［新規］をクリック 

 

地域 
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11-2 2025年3月以前の介護保険サービスを2025年4月以降に変更する 

■メインメニューの［要援護者台帳］→［要援護者］→［検索］→［要援護者一覧］画面の［詳細］黄色ボタン→［要援護者情報登録］画面→［介護サービス］画面 

（有効期間が「R6/6～R7/3」の履歴を表示） 

 

①［サービス有効期間］を

クリック 

③［確定］をクリック 

④サービス項目は削除されますので、サービス

選択画面より再度設定してください。 

  

②［R7/4～］を選択 
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【StepⅣ】 

請求関連他 
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2025年4月の改正に伴い委託料を変更する場合、委託料の再取り込みを行うことで一括設定が可能です。 
 

■メインメニューの［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［地域包括支援センターマスタ］画面 

 
■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［請求管理］→［委託対象者設定］画面 

 

 委託費の再設定 

①［委託料］を変更 

②［更新］をクリック 

②取り込んだ委託料を確認 
①［再取込］をクリック 

地域 請求 

2025年3月実績分の請求後に行ってください。 

委託費の再設定を行った後、3月以前の返戻、月遅れ請求が発生した

場合には、金額修正が必要になります。 

委託費を再設定する際の注意点 重要 
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ケアマネジメント費が変更になった場合は再設定してください。ここでは、毎月設定している 

ケアマネジメント費の設定の方法を説明します。また、2025年3月までのケアマネジメント費を 

複写して2025年4月以降のケアマネジメント費を設定することもできます。 

※3月改正対応版のバージョンアップを行い、外部取込でサービスマスタファイルを 

取り込むことにより、「介護予防ケアマネジメント費」が設定されます。 

13-1 地域包括支援編 

地域包括支援センターで、管理している利用者の「ケアマネジメント費」を設定します。 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［一覧］画面 

 

 ケアマネジメント費選択の再設定 

①「ケアマネジメント費」の

黄色ボタンをクリック 

④「ケアマネジメント費」に「あり」

と表示されたことを確認 

②請求する介護予防ケアマネジメ

ント費のサービスコードを選択 ③「確定」をクリック 

地域 請求 

2025年4月以降のケアマネジメント費を設定する前に、対象者

台帳システム→［マスタ登録］→［サービス］→［サービス費適用

総合事業マスタ］画面で、処理年月「R7/4/1」に設定した場合、

開始日が「R7/4/1」になっていることを確認します。 

2025年4月以降のケアマネジメント費の確認について 重要 
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13-2 委託先編 

委託先事業所に委託している利用者の「ケアマネジメント費」を設定します。※ここでは、一括でケアマネジメント費を取り込む方法を説明します。 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［請求管理］→［委託対象者設定］画面 

 

①「サービス提供年月」を

「R7/4」に設定 

④「ケアマネジメント費」をクリック 

②［一括］をクリック 

⑥「更新」をクリック 
③ケアマネジメント費を再設定す

る利用者を選択 

⑤請求する介護予防ケアマネジメ

ント費のサービスコードを選択 
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⑦「ケアマネジメント費」に「あり」

と表示されたことを確認 

⑧「閉じる」をクリック 

⑨「ケアマネジメント費」に「あり」

と表示されたことを確認 
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13-3 ケアマネジメント費の選択を前月から複写する 

［給付管理］→［一覧］画面で改正前のケアマネジメント費を複写して、改正後のケアマネジメント費として設定することができます。 

ここでは例として、2025年3月のケアマネジメント費を複写して、2025年4月のケアマネジメント費を設定します。 

 

■メインメニューの［予防給付ケアマネジメント］→［給付管理］→［一覧］画面 

②「複写」をクリック 

④「ケアマネジメント費」に「あり」

が複写されたことを確認 

①「処理年月」を「R7/4」に設定 

③複写する内容を確認し、該当するボタンをクリック 

は い：上書きして全利用者を複写します。 

いいえ：登録されていない利用者のみを複写します。 

複写前と複写後でサービスの有効期間が異なる場合は、

サービスコードが一致するサービスで複写されます。 

ケアマネジメント費選択の複写について 参考 
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【StepⅤ】 

対応項目 
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対応項目一覧表は「改正」、「要望・改善」、「障害」で表が分かれています。表の見方は以下のとおりです。 

 

 

 

 対応項目一覧の見方 

機能メニュー別に記載してい

ます。機能メニュー名をご確

認ください。 

区分（「改正」、「要望・改善」、「障害」）、

システムのバージョンをご確認ください。 

対応内容をご確認ください。 
設定ポイント集に説明がある項目には、「○」を記載

しています。詳細は設定ポイント集をご確認ください。 
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15-1 地域包括支援センターシステム 2025年3月 対応項目一覧 Ver.1.02.0043 

地域包括支援センターシステム2025年3月版（Ver.1.02.0043）では、以下の改正対応を行いました。 

■【改正】対応項目一覧Ver.1.02.0043 

◆基本システム   

対象者台帳 Ver.1.02.0037   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

1 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 

また、［サービス事業者マスタ］画面で新しい体制加算等の設定が可能となります。 

○ 

要援護者台帳 Ver.1.02.0027   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

2 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 
○ 

◆新予防給付システム   

予防給付ケアマネジメント Ver.1.02.0043   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

3 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、利用票・利用票別表様式改版に対応いたします。 
○ 

4 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）の処理年月で、利用票や週間計画などの作成が可能となります。  

※一部制限がございます。詳しくは注意制限事項をご確認ください。  

○ 

 

 2025年3月 対応項目一覧 
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◆地域支援事業システム   

地域支援ケアプラン作成 Ver.1.02.0043   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

5 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）の処理年月で、週間計画などの作成が可能となります。  
○ 

15-2 地域包括支援センターシステム 2025年3月 対応項目一覧 Ver.3.00.0043 

地域包括支援センターシステム2025年3月版（Ver.3.02.0043）では、以下の改正対応を行いました。 

■【改正】対応項目一覧Ver.3.00.0043 

◆基本システム   

対象者台帳 Ver.3.00.0037   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

1 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 

また、［サービス事業者マスタ］画面で新しい体制加算等の設定が可能となります。 

○ 

要援護者台帳 Ver.3.00.0027   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

2 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 
○ 
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◆新予防給付システム   

予防給付ケアマネジメント Ver.3.00.0043   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

3 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、利用票・利用票別表様式改版に対応いたします。 
○ 

4 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）の処理年月で、利用票や週間計画などの作成が可能となります。  

※一部制限がございます。詳しくは注意制限事項をご確認ください。  

○ 

◆地域支援事業システム   

地域支援ケアプラン作成 Ver.3.00.0043   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

5 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）の処理年月で、週間計画などの作成が可能となります。  
○ 

15-3 委託先業務システム 2025年3月 対応項目一覧 Ver.3.00.0043 

委託先業務システム2025年3月版（Ver.3.02.0043）では、以下の改正対応を行いました。 

■【改正】対応項目一覧Ver.3.00.0043 

◆基本システム   

対象者台帳 Ver.3.00.0037   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

1 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 

また、［サービス事業者マスタ］画面で新しい体制加算等の設定が可能となります。 

○ 
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◆新予防給付システム   

予防給付ケアマネジメント Ver.3.00.0043   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

2 
2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、利用票・利用票別表様式改版に対応いたします。 
○ 

3 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。  

この対応により、新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）の処理年月で、利用票や週間計画などの作成が可能となります。  

※一部制限がございます。詳しくは注意制限事項をご確認ください。  

○ 

15-4 請求業務システム 2025年3月 対応項目一覧 Ver.3.00.0043 

請求業務システム2025年3月版（Ver.3.02.0043）では、以下の改正対応を行いました。 

■【改正】対応項目一覧Ver.3.00.0043 

◆基本システム   

対象者台帳 Ver.3.00.0037   

【改正】 対  応  内  容 設定ポイント集 

1 

2025 年 4 月法令改正に対応いたしました。 

この対応により、2025 年 4 月法令改正で新しいサービス有効期間（2025 年 4 月～）のサービスコードが使用可能となります。 

また、［サービス事業者マスタ］画面で新しい体制加算等の設定が可能となります。 

○ 

 

 



 
 

 
 Ver.1.02.0043、Ver.3.00.0043 地域包括支援センターシステム3月版 設定ポイント集 初版  47 

15 

請
求
関
連
他 

対
応
項
目 

利
用
・週
間 

マ
ス
タ
確
認 

は
じ
め
に 

補
足
事
項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【StepⅥ】 

補足事項 
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2025年2月19日にご案内いたしました、「2025年4月施行の改正対応版バージョンアップに関する注意制限事項について」の、「＜別紙＞ 2025年4月および8月施行

の介護保険改正対応版バージョンアップまでのお願いと注意点」を再掲いたします。再度ご確認をお願いいたします。 
 

16-1 2025年4月施行の介護保険改正対応版バージョンアップまでのお願いと注意点 

3月版のバージョンアップ後に、システムメインメニュートップ画面のお知らせ機能から設定ポイント集を表示することができます。 

設定ポイント集にはバージョンアップ後の操作方法等を掲載しておりますので必ずご確認のうえ操作を行っていただきますようお願いいたします。 

 

・［お知らせ］をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターシステム 

項

番 
システム名 3月版のバージョンアップまでの注意制限事項 

3月版バージョンアップ後～4月版バージョンアップ
までの注意制限事項 

4月版のバージョンアップ後の注意制限事項 

1 基本システム 
・対象者台帳 

・相談受付 

・実態把握 

・包括的・継続的ケア 

マネジメント 

・統計 

特に制限はございません。 3月版バージョンアップにより、［対象者台帳］→［サービス事業者マスタ］画面に2025年4月以降の
新たな体制の設定が追加されますので、新たな体制を設定する場合は登録が必要となります。 

 

 2025年3月改正対応版での注意・制限事項（再掲） 
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項

番 
システム名 3月版のバージョンアップまでの注意制限事項 

3月版バージョンアップ後～4月版バージョンアップ
までの注意制限事項 

4月版のバージョンアップ後の注意制限事項 

2 新予防給付システム 
・予防給付ケアマネジメ

ント 

【週間計画、利用票の作成】 
特に制限はございません。 

3月版バージョンアップ前に作成された2025年4月分以降の週間計画や利用票は、バージョンアップ
後、新しい単位数のサービスコードに振り替えられます。 
サービス利用票別表についてはサービスコードの振り替えができないため、［給付管理］→［計算］
画面で「計算」、または、［給付管理］→［一覧］画面の一括計算にて再度別表の計算を行ってくださ
い。 
 
※福祉用具貸与、横出しサービスの金額および総合事業サービスの単位数に変更があった場合

は、それぞれマスタで金額および単位数を変更したあとに、再度計算を行ってください。 
※利用票および週間計画については、振り替え後に一部修正が必要になる場合がございます。 

8月施行の以下サービスの表示・計算は、暫定版
であるため制限がございます。4月版にて正式対
応いたします。 
・「室料相当額控除」 

8月以降の利用票について、必要に応じて左
記のサービスを登録し、別表の計算を行って
ください。 

2025年4月以降の利用票・利用票別表に福祉用具貸与（予防含む）の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加されることから、必要に応じ
て［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［マスタ登録］→［サービス］→［サービス費適用ケアマネマスタ］で、2025年4月以降使用するサービスコードを
新規追加し、サービス名称（商品名を入力）、単位数、TAIS/JANコード等を入力してください。 
詳しくは、2025年2月12日に送りしたFAX文書「利用票への福祉用具貸与の用具名称・TAISコード追加に伴う事前準備のお願い」をご確認ください。 

【委託先業務システムとの連携】 
特に制限はございません。 

バージョンアップ前に取り込みをした2025年4月分の利用票ファイルは、3月時点でのサービスマス
タの単位数となっています。地域包括支援センターシステムと委託先業務システムの両方を4月版
にバージョンアップ後、2025年4月の対象者分について利用票の計算を再度行ってから、利用票ファ
イルを再出力、再取り込みをしてください。 

【請求管理】 
4月版バージョンアップまで、2025年4月以降の計画費の集計処理を行わないでください。 

特に制限はございません。 

【提供票連携機能 共通】 
2025年4月以降の計画出力は、3月版バージョ
ンアップまでお待ちください。 

バージョンアップ後、2025年4月以降の計画について再計算を行った後、計画ファイルを再出力して
ください。 
連携先相手となるシステムが、改正対応バージョンアップ済みであることをご確認の上、出力/取込
を行ってください。 

【提供票連携H様式（ケアプランデータ連携システム対応様式）】 
介護保険最新情報Vol.1320で公開されたCSVバージョン「202407」（2025年4月適用）の標準仕様には
4月版で対応予定となります。 
4月版バージョンアップまではそれ以前のCSVバージョンでの連携しか行えません。連携先相手となる
システムの対応状況も影響するため、バージョンアップ前の期間での連携可否は、連携先相手にご
確認をお願いいたします。 

4月版バージョンアップ後はCSVバージョン
「202407」の標準仕様に沿ってCSVファイルの
出力/取込が可能となります。連携先相手とな
るシステムの対応状況も影響するため、バー
ジョンアップ後の期間での連携可否は、連携
先相手にご確認をお願いいたします。 
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項

番 
システム名 3月版のバージョンアップまでの注意制限事項 

3月版バージョンアップ後～4月版バージョンアップ
までの注意制限事項 

4月版のバージョンアップ後の注意制限事項 

3 地域支援事業システ
ム 
 ・地域支援ケアプ 

  ラン作成 

【週間計画の作成】 
特に制限はございません。 

3月版バージョンアップ前に作成された2025年4月分以降の週間計画は、バージョンアップ後、新し
い単位数のサービスコードに振り替えられます。内容が正しいことを確認してください。 
 
※週間計画については、振り替え後に一部修正が必要になる場合がございます。 

4 地域支援事業システ
ム 
・サービス予約管理 

特に制限はございません。 

5 ユーティリティ 
・外部取り込み 

2025年4月以降の介護予防・日常生活支援総
合事業単位数表マスタCSVファイルについ
て、2025年4月開始の一部のサービスコード
を取り込むことができません。改正対応版 
バージョンアップ後に取り込んでください。 

各自治体より2025年4月以降の「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタCSVファイル」
の提供がある場合は取り込んでください。CSVファイルがない場合は、サービスコードを直接登録す
ることもできます。CSVファイルの取込方法はメインメニュー→お知らせ機能より開く、「市区町村より
提供される総合事業サービスマスタ（CSVファイル）の取り込みについて」をご確認ください。 
 
※2025年4月以降の情報について詳しくは各自治体にお問い合わせください。 

委託先業務システム 

項

番 
システム名 3月版のバージョンアップまでの注意制限事項 

3月版バージョンアップ後～4月版バージョンアップ
までの注意制限事項 

4月版のバージョンアップ後の注意制限事項 

1 基本システム 
・対象者台帳 

特に制限はございません。 3月版バージョンアップにより、［対象者台帳］→［サービス事業者マスタ］画面に2025年4月以降の新
たな体制の設定が追加されますので、新たな体制を設定する場合は登録が必要となります。 

2 新予防給付システム 
・予防給付ケアマネジメ

ント 

【週間計画、利用票の作成】 
特に制限はございません。 

3月版バージョンアップ前に作成されていた2025年4月分以降の利用票および週間計画において
は、バージョンアップにて2025年4月分以降のサービスに振り替えられます。 
サービス利用票別表についてはサービスコードの振り替えができないため、個別の利用票で「計
算」を行ってください。 
 
※福祉用具貸与、横出しサービスの金額および総合事業サービスの単位数に変更があった場合

は、それぞれマスタで金額および単位数を変更したあとに、単位の再設定と再計算を行ってくださ
い。 

※利用票および週間計画については、振り替え後に一部修正が必要になる場合がございます。 

3月版の以下サービスの表示・計算は、暫定版で
あるため制限がございます。4月版にて正式対応
いたします。 
・「室料相当額控除」 

8月以降の利用票について、必要に応じて左
記のサービスを登録し、別表の計算を行って
ください。 
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2025年4月以降の利用票・利用票別表に福祉用具貸与（予防含む）の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加されることから、必要に応じ
て［対象者台帳］→［ツール］メニュー→［マスタ登録］→［サービス］→［サービス費適用ケアマネマスタ］で、2025年4月以降使用するサービスコードを
新規追加し、サービス名称（商品名を入力）、単位数、TAIS/JANコード等を入力してください。 
詳しくは、2025年2月12日に送りしたFAX文書「利用票への福祉用具貸与の用具名称・TAISコード追加に伴う事前準備のお願い」をご確認ください。 

【地域包括支援センターシステムとの連携】 
特に制限はございません。 

地域包括支援センターシステムとの連携で、バージョンアップ前に出力した2025年4月分の利用票フ
ァイルは、2025年3月時点のサービスマスタの単位数となっています。地域包括支援センターシステ
ムと委託先業務システムの両方を3月版にバージョンアップ後、2025年4月の対象者分について利
用票の計算を再度行ってから、利用票ファイルを再出力し、再取り込みをしてください。 

3 ユーティリティ 
・外部取り込み 

2025年4月以降の介護予防・日常生活支援総
合事業単位数表マスタCSVファイルについ
て、2025年4月開始の一部のサービスコード
を取り込むことができません。改正対応版 
バージョンアップ後に取り込んでください。 

各自治体より2025年4月以降の「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタCSVファイル」
の提供がある場合は取り込んでください。CSVファイルがない場合は、サービスコードを直接登録す
ることもできます。CSVファイルの取込方法はメインメニュー→お知らせ機能より開く、「市区町村より
提供される総合事業サービスマスタ（CSVファイル）の取り込みについて」をご確認ください。 
 
※2025年4月以降の情報について詳しくは各自治体にお問い合わせください。 

請求業務システム 

項

番 
システム名 3月版のバージョンアップまでの注意制限事項 

3月版バージョンアップ後～4月版バージョンアップ
までの注意制限事項 

4月版のバージョンアップ後の注意制限事項 

1 基本システム 
・対象者台帳 

特に制限はございません。 3月版バージョンアップにより、［対象者台帳］→［サービス事業者マスタ］画面に2025年4月以降の新
たな体制の設定が追加されますので、新たな体制を設定する場合は登録が必要となります。 

2 新予防給付システム 
・予防給付ケアマネジメ

ント 

【請求管理】 
4月版バージョンアップまで、2025年4月以降の計画費の集計処理を行わないでください。 

特に制限はございません。 
 

3 ユーティリティ 
・外部取り込み 

2025年4月以降の介護予防・日常生活支援総
合事業単位数表マスタCSVファイルについ
て、2025年4月開始の一部のサービスコード
を取り込むことができません。改正対応版 
バージョンアップ後に取り込んでください。 

各自治体より2025年4月以降の「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタCSVファイル」
の提供がある場合は取り込んでください。CSVファイルがない場合は、サービスコードを直接登録す
ることもできます。CSVファイルの取込方法はメインメニュー→お知らせ機能より開く、「市区町村より
提供される総合事業サービスマスタ（CSVファイル）の取り込みについて」をご確認ください。 
 
※2025年4月以降の情報について詳しくは各自治体にお問い合わせください。 
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